
令和3年4月22日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立研究開発法人
国立精神・

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 中込 和幸

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい％心

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 障害者政策総合研究事業

2. 研究課題名 再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域支援を推進するための政策研究

3. 研究者名 （所属部局・職名） 薬物依存研究部 部長

（氏名・ フリガナ） 松本 俊彦 （マツモト トシヒコ）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み した機関 (※2) 

ヒトゲノム ・ 遣伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遣伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 国立精神・神経医療研究センタ ー 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
戸......J ．

rL — 
ロ

等の実施に関する拮本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ．

「LJ― 

(※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審究済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審究」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受購状況

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

受講■ 未受講こ

有II 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

） 

） 

） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 ． 無 □ （有の場合はその内容：法人の役員に就任している為、 バイア

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

ス発生なく公正に研究を進めるよう留意すること）

•分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3 4月 7日
厚生労働大臣 殿

機関名 横浜市
こころの健康相談センタ ー

所属研究機関長 職 名 センタ

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

障害者政策総合研究事業l. 研究事業名

2. 研究課題名 再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域支援を推進するための政策研究

3. 研究者名 （所属部局・職名） センタ ー長

（氏名・ フリガナ） 白川 教人 （シラカワ ノリヒト）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記人(※1)

有 無 審査済み した機関

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 II ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 II 全国精神保健福祉センタ ー長会

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ■ 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ． 口

(※2) 

口

ロ

口

口

口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェック すること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 □ 無II (無の場合は委託先機関：国立精神・神経医療研究センタ ー ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （ 

・分担研究者 の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 



令和3年4月22日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名

. ,. 泌窯必祭 汐 ぶ琴:ぷ心～

次の職員の令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 障害者政策総合研究事業

2. 研究課題名 再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域支援を推進するための政策研究

Cl9GC1014 

3. 研究者名 （所属部局・職名）

（麟・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

薬物依存研究部心理社会研究圭長

嶋根 卓也 シマネ タクヤ

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遣伝子解析研究に関する倫理指針 戸一 ． r-, LJ 口

遣伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． -c I 一 ． 国立精神・神経医療研究センタ ー :--L... I 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 II 口 ロ

(※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査；にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は 、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

受講 ■ 未受講 □

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

． 無 □ （無の場合はその理由：

） 

） 

） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無
有 ■ 無 □ （有の場合はその内容：関係する法人の役員に就任してる場合、

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

当該法人の経営に深く関与していることから、CO! 上問題が無いよう留意するこ

と）

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣 殿
令和3年5月10日

機関名 国立大学法人

所属研究機関長 職 名 国立大学法人

氏 名 永田 恭

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 障害者政策総合研究事業

2. 研究課題名 再犯防止推進計画におけるジ物衣子症者の地域支てを推進するための政策研究

3. 研究者名 （所属部局・職名） 医学医療系 社会精神保健学・准教授

（氏名・ フリガナ） 森田 展彰 （モリタ ノプアキ）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 佃‘‘‘‘ 審査済み した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・遣伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※ 3) ． 口 ． 筑波大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． 口 口

（※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係るCOI についての報告・審査の有無

当研究に係るCOI についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

口無 ■ （ 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和3年4月22日
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 障害者政策総合研究事業

2. 研究課題名 再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域支援を推進するための政策研究

3. 研究者名 （所属部局_.職名）

（氏名・ フリガナ） 引土 絵未 （ヒキッチ エミ）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・遣伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ．

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 n L..! 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 国立精神・神経医療研究センタ ー 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
二 ． � ！ ー！ ロ

等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査ょにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や’臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

受講 ■ 未受講□

有II 無 □ （無の場合はその理由：

有II 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

） 

） 

） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有 ■ 無 □ （有の場合はその内容：法人の役員に就任している為、 パイア

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

ス発生なく公正に研究を進めるよう留意すること）

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



3
 

4月26日

2 る、

心

1. 

2. 

3. 

(※2}未審査に場合は、 その理由を記載することを

(※3) 

（蕪の場合はその理由：

を入れること。

• 分担研究者の所属する機関の長も作成すること。




